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主 要 判 決 全 文 紹 介

　本件訴訟原告（特許無効審判請求人）は、本件審決の甲１発明の認定に誤りがあるとし、本件審決の本
件特許発明１と甲１発明の一致点及び相違点の認定に誤りがあるとし、（１）本件特許発明１と甲１Ｘ発
明の一致点及び（２）本件特許発明１と甲１Ｘ発明の相違点を、相違点Ａ〜相違点Ｄの構成と同じであ
るとし、甲１Ｘ発明の相違点Ａに係る構成は容易想到であるとした（本件特許発明２も、容易想到であ
るとした。）。
　一方、本件訴訟被告（特許無効審判被請求人）は、甲１発明の認定には、本件審決の認定に誤りはない
として、本件審決の本件特許発明１と甲１発明の一致点及び相違点の認定に誤りはなく、甲２事項の構

≪知的財産高等裁判所≫
特許無効審判不成立審決取消請求事件

（多色ペンライト特許発明（特許第5608827号）進歩性の有無（引用発明の認定、
一致点及び相違点の認定及び相違点に係る判断の仕方、置換容易性））［上］（全２回）

−平成30年（行ケ）第10128号、令和元年８月８日判決言渡−


